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午前９時30分開会 

○対馬委員長  おはようございます。ただいまから公共施設等総合管理特別委員会を開会いたします。 

                   ◇                    

○対馬委員長  それでは報告事項を受けたいと思います。 

 報告事項１番 公共施設のマネジメントについて、報告を願います。 

 報告を受けるに当たり、出席説明員の要求についてお諮りをいたします。国分寺市議会委員会条例第18

条の規定により、市民生活部長及びスポーツ振興課長の出席を求めたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○対馬委員長  御異議なしと認め、当委員会といたしましては市民生活部長及びスポーツ振興課長の出席

を求めることといたします。 

 それでは、手続のため暫時休憩いたします。委員の皆様はそのままお待ちください。 

午前９時31分休憩 

 

午前９時32分再開 

○対馬委員長  委員会を再開いたします。 

 本日の報告事項の進め方といたしましては、資料№１－１及び資料№１－２については一括して報告を

いただいた後、資料ごとに質問を受け、その他については資料ごとに報告と質問を受けたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○対馬委員長  それでは、さよう進めることとし、まず資料№１－１及び資料№１－２について、一括し

て報告を願います。 

○久保公共施設マネジメント課長  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 報告事項１番、公共施設のマネジメントについてでございます。 

 資料№１－１、公共施設の利活用に関するサウンディング型市場調査の結果についてを御覧ください。 

 ９月から10月にかけまして、スポーツ施設運営会社、食品スーパー、リース事業者など、多様な業種の

８者に御参加いただきました。８者から御提案いただいた４施設の中で、特に注目すべき内容を幾つか御

紹介させていただきます。 

 まず、市民スポーツセンターにつきましては、単なるスポーツ施設の建て替えではなく、多世代が交流

できる拠点として再整備してはどうかという提案がございました。具体的には、市民室内プールと一体化

することで運営を効率化する、学校プールの拠点として活用する、子ども向けの屋内公園を併設する、さ

らには、けやき公園と一体的に整備して、カフェなどの商業施設も入れるといったようなアイデアでござ

います。 

 重要なのは、スポーツ施設だけでは採算性が厳しいですが、複合化すればＰＦＩ事業として成立する可

能性があるという意見でした。 

 続きまして、市民室内プールにつきましては、施設を解体してプール機能を移転させ、その跡地にサー

ビス付き高齢者向け住宅や学童保育所などを整備する案、また、既存の建物が使えるならば、プールの形

状を生かし、大型の室内遊具施設にする案がございました。清掃センターの熱源がなくなった今、この場
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所にプールがある必然性は薄れているという指摘もございました。 

 本多武道館や本多児童館については、単独施設としての活用は難しいとの意見が多く、周辺施設と合わ

せた複合化が必要という提案です。 

 調査から分かった重要なこととして、３点整理しました。１つ目が複合化です。様々な施設を一つにま

とめることで、コストを抑えながら、多世代が集まれる場所の計画が可能となります。２つ目は民間の力

の活用です。民間の資金とノウハウを使うことで、市の財政負担を減らしながら、質の高い施設の計画が

可能となります。３つ目は計画的な整備です。複数の施設を順番に建て替える際、機能を別な場所に先に

移すことで、市民サービスを一時的に止めることなく、切れ目ない提供が可能となります。 

 続きまして、今後の対応についてになります。 

 今回の対話を通じまして、本市におきましてもＰＦＩ方式が成立する可能性があることが確認できまし

た。そこで、12月の補正予算で基礎調査費を計上し、令和８年度にかけて、民間活力も含めた幅広い視点

から市民室内プールの再整備について検討を進めてまいりたいと考えております。 

 そのほかの施設につきましては、今回いただいた提案を踏まえながら、利活用の方向性を引き続き検証

してまいります。民間の知恵とノウハウを生かしながら、市民の皆様にとって、より使いやすく、持続可

能な公共施設の在り方を追求してまいります。 

 資料№１－１の説明は以上となります。 

 続きまして、資料№１－２、市民室内プールの在り方検討の実施についてを御確認願います。 

 資料№１－１の結果を踏まえ、市民室内プールの再整備を含めた検討として、対応手法や整備場所につ

いて概算事業費を算定し、官民連携を実施した場合のＶＦＭ、いわゆるバリュー・フォー・マネーを試算、

評価してまいります。バリュー・フォー・マネーにつきましては、後段の注釈を御参照ください。 

 加えて、より深掘りしたサウンディング型市場調査により、民間事業者の参入意向を確認し、事業実施

の可能性を追求してまいります。 

 なお、庁内における検討体制については、公共施設マネジメント課で検討を始め、適宜、政策・財政当

局、施設担当課など、関係者を含めた検討組織を組成する予定でございます。 

 報告は以上となります。 

○対馬委員長  報告が終わりました。資料№１－１について質問のある方は挙手を願います。 

○高野委員  御説明ありがとうございました。 

 柔軟なアイデアということで、魅力的な部分はあるなとは感じるところではあるんですけれども、複合

化とかも非常によいアイデアかなとは思います。 

 ただ、ちょっと気になっていることが、資金の民間活用ということで、民間の資金を持ってくるという

のが果たしてよいのかどうか疑問を持っていまして、資料№１－１の最初のところで、３行目に太字で、

「市の財政だけでは非常に困難」であるということが述べられているんですけれども、まずはそこの部分

を試算して数字で示すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  そこにつきましては、過去にも作成しております国分寺市公共施設等

総合管理計画の中で、資金的なもの、これは個別に積み上げて検証しておりますので、それを踏まえた今

回の報告となっているところでございます。 

○高野委員  ありがとうございます。総合管理計画というところで、ざっと見てみたんですけども、例え

ば、前提となる人口予測というのは、もう既に外れていて、１万人以上ずれているということもあります。
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あるいは、実際、自分が今、議員として関わってきた案件としても、この前の補正予算で民設民営保育所

の整備の件が計上されております。国の補助金も使えるんですけど、国の補助金は９割じゃなくて６割で

あると、残りの４割近くというのは一般財源からお金を出すことになるということで、もちろん、そのラ

ンニングコストとかも含めて考えていかなければいけないと思うんですけども、民間に建てさせると、よ

り低利となる地方債が使えないという難点があるなということは率直に感じました。 

 実は、ＰＦＩの発祥の地とされるイギリスは、もう終えんに向かっていて、これは、サッチャー首相の

ときに、ＥＵに入ると国が借金できなくなるから発明された手法であるというふうに理解しているんです

けども、その後、2018年とか、2019年頃に、もう新規はやらないとイギリスは言っていまして、例えば、

年間で支払う使用料などが隠れ債務となっているということで、かなり批判をされてきたという経緯があ

るようであります。 

 あと、もう一つ問題としては、指定管理のところで、私も非常に実感したんですけども、民間に任せる

と、何をしているか見えなくなる問題というのがあって、黒塗りとか企業秘密ということで、市民の資産

が民間のものになるということが、非常に市民の意見が反映されづらい、コントロールしづらいというこ

とが、あるのではないかなというふうに感じております。 

 そういうところで、質問としては、そもそも市では、ＰＦＩの活用実績というのはあるんでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  ございません。 

○高野委員  私も調べさせていただいて、断念した事例があったというのは確認しております。なので、

この辺は慎重に進めていただきたいなと思っております。 

○対馬委員長  ほかに質問のある方は挙手を願います。 

○中山委員  今、高野委員が最初に質問された、数字を示すべきじゃないかというのは、私も、それはそ

うだなと思って聞いておりました。 

 総合管理計画のときに試算した、平成28年作成ですので、10年近く前のものですけども、そのときの市

民プールの数字は幾らだったんですか。 

○久保公共施設マネジメント課長  詳細な数字は、今、持ち合わせてございませんが、ここで議論した内

容は、各施設でどれだけ将来に向けて、費用をかけて、市民サービスを維持していかなければいけないの

かというような総論が記載されているところでございます。 

○中山委員  10年前の数字なので、参考程度だなと思っております。今の物価高騰のことを考えると、そ

れよりも、もっと高くなっているというのは容易に想像できるんですけども、ただ、この総合管理計画を

作成したときは、各施設をそれぞれ築年数で、市民プールだと80年で、そのまま建て替えた場合の試算も

されて、その上で平準化するための試算もされていると思うので、その辺の数字は持ち合わせているんだ

ろうとは思っております。 

 ただ、確かに、このときの数字は、さっき言ったように参考程度にしかならないと思うので、今後、検

討が進んでいく中で、今後のロードマップを含めて、もっと調査をして、いろいろ検討していく中では、

そういった数字も示していくと、単独で建て替えた場合はどのくらいかかるのかというのは示していただ

けるという理解でよろしいですか。 

○久保公共施設マネジメント課長  委員のおっしゃるとおりです。 

○中山委員  承知をしました。 

 ＰＦＩですが、国分寺市では、今、高野委員がおっしゃられたのは断念した事例があるということです
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けども、結構、各地を見てみると、失敗というのかな、継続ができなくなってしまって、結局、公費を入

れる、もしくはそのまま施設が利用できなくなってしまうといった事態も見受けられるわけです。地方と

都市部で、またその違いはあると思うんですけども、今日のところは、懸念の表明ということにとどめま

すが、このＰＦＩを活用した場合に、利用するときの料金が幾らになるのかという問題、それと、今、指

摘したような継続性の問題など、様々課題はあると思うので、その辺も含めて、どういうふうにリスク管

理していくのか、リスクコントロールしていくのかというのが、大変重要なところになるかなというふう

に思っております。 

 取りあえず、今日のところは意見表明で終わります。 

○対馬委員長  ほかに質問のある方はいらっしゃいますか。 

○高瀬委員  この資料№１－１では、サウンディングの結果の大きなところを示していただいたというこ

とで理解をしています。 

 市民スポーツセンターと市民室内プールについて、一体化してはどうかという案が結構強く表現されて

いるのかなと思うんですけれども、８者から応募があったということですが、今の市民室内プールをその

場所で建て替えて継続させるというような提案は、なかったということでよろしいでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  結論から申し上げますと、ございません。 

 補足でございますが、先ほど、私のほうで御説明させていただきましたが、その場所で建て替えになり

ますと、一旦そこで解体工事が始まります。そうなりますと、そのサービスは一旦中断という形になりま

すので、切れ目のないサービスを継続するという視点は、民間事業者も持ち合わせているというふうな認

識を持っております。 

○高瀬委員  分かりました。 

 熱源もないということもありますので、そうすると、どこかに移転をするのか、ほかの方法を何らか考

えるのかということになってくるのかなと、今日の報告からも見てとれたところです。 

 例えば、市民スポーツセンターと市民室内プールを一体化するということでは、この提案の中では、今

の市民スポーツセンターを完全に建て替えて、プールと体育館を一緒にするという案が出されていたとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  資料に記載のとおりでございます。 

○高瀬委員  分かりました。 

 今日は、特に注目すべき内容を紹介すると、冒頭、お話がありましたけども、ほかにも様々あったとい

うことでよろしいでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  今回のサウンディングというのは、市と事業者が対等にお話しする場

でございます。当然、その中には企業秘密、企業の考え方がございますので、企業との調整の中でお示し

した内容が本資料であるという認識を持っていただければと思います。 

○高瀬委員  分かりました。 

 そうしますと、今後について、さらに具体的に、本当に参入していただけるところがあるかどうかも調

査をかけるということですので、そこでまた様々明らかになるかと思いますので、お願いいたします。 

○中山委員  念のための確認なんですけども、高瀬委員が今、質問されていた、サウンディングするに当

たっての条件について、現市民プールについて、その場所での建て替えは除外するというような、そうい

う条件を市としては設定していないですよね。その確認だけさせてください。 
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○久保公共施設マネジメント課長  委員のおっしゃるとおり、除外してございません。 

○中山委員  除外しないで、そういう条件をつけないで募集した中で、民間事業者から、資料にあるよう

な提案だったと、その点は理解をしました。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○だて委員  学校のプールの集約という提案があったということで、これはいいなと、私は思っているん

です。この間、第二小の関係で一般質問もさせていただきましたけど、ここ最近の夏は、暑くて屋外のプ

ールじゃなかなかできなかったりとか、いろんな条件があるので、こういったことができると、どこでど

うやるのかというのがいろいろあるかとは思うんですが、いいなと、私は思っているところです。これは

個人的な感想です。 

 ＰＦＩの手法については、いろんな形態があると思うので、それは適切な形でやれるものをやっていく、

一つの案というか、可能性ということでありますので、ＰＦＩがそぐうものとそぐわないものといろいろ

あると思いますから、その辺は、これからしっかり慎重に、先ほど御意見がありましたので、御議論、御

検討をいただきたいなと思っています。 

 プールの件は資料№１－２のほうもあるので、プールの再整備の話も、この資料№１－１でも、最後の

ロードマップのところなんかで、さっきおっしゃっていたので、その関係については、建物、今回、天井

のところもやるというところもありますので、後でまた伺いたいと思います。取りあえず感想で終わって

おきます。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○中山委員  資料№１－１で、学校プール等との複合化とあります。以前、清掃センターの熱源がなくな

るタイミングで、第九小学校のプールと市民プールの一体化をしようというような話もありまして、あの

ときは、当時の特別委員会で視察も行ったと思います。 

 そのとき調べたのが、そういう学校プールと市民プールが共用になっている自治体というのは、ほかに

も市民プールがあって、ただ地域的に市民プールがない地域にプールが欲しいという要望があって、そこ

でその学校の改築等があったときに、そういうふうにしたというふうに理解をしております。 

 なかなか市民プールが１つしかない自治体で、その１つしかない市民プールを学校プールと共用にして

いるというところがあまりなかったかなと思うんですが、ちょっと前の話なので、現状どうなっているか

は分かりませんけども、市民プールも市民の利用のニーズが高い施設です。学校プールの課題も理解はし

ていますけども、しかし、一概に共有がいいのかというのは、そのほかの施設との兼ね合いもあると思い

ますので、また今後の検討になっていくと思うんですけど、その辺、市民サービスの関係と学校プールの

関係も大事なところかなと思っていますので、一言いただいて終わりたいと思います。 

○久保公共施設マネジメント課長  委員のおっしゃるとおり、市民プールの問題と学校プールの課題とい

うのは並行して考えていかなければいけないと捉えてございます。 

 市民室内プールを再整備したとしても、当然、15校全部入れることは難しいという感触を持ってござい

ますし、やはり官と民、それぞれがウィン・ウィンにならなければいけない。そのあんばいのいいところ

を、こういった調査を含めながら模索していくというところでございます。 

○中山委員  今の答弁を全く否定するというのはないんですけども、ただ、私が懸念しているのは、当時、

市民プールの利用状況なんかを調べた際に、日中の市民利用も一定程度あるわけですよね。学校プールと

なれば、授業の時間帯は使えなくなるわけで、そことの兼ね合いを私は懸念をしているわけです。今後の
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検討になりましたので、また適時、そういうところ、方向性によっては、また質問させていただきたいと

思いますけど、私はその部分の懸念を抱いておりますので、今日のところはこれで終わります。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○久保委員  この資料を確認させていただいて、民間事業者からの主な提案内容ですけれども、本当にい

ろいろな角度で提案がなされていると思いました。 

 この中でも、ずっと私自身懸念していた、市内の幼児や小さいお子さんたち、また小学校低学年、小学

校高学年、いろいろな世代の子どもたちの天候に左右されない遊び場というのは、今、近隣に行けば少々

ありますけれども、こういった屋内遊び場の併設というのも、市民の子育て世代の方々のニーズにも沿っ

ているような提案だなというふうに思っております。 

 ですので、３ページになりますけれども、５のまとめの一番最後のところですが、今後の具体的な計画

を進めるに当たって、しっかりとこの市民の皆様の御意見が不可欠と書いていただいているとおりで、情

報公開と市民参加の角度で、お声をたくさん拾って、受け止めていただいて、計画が進めばと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○はぎの委員  御説明ありがとうございました。様々、今、各委員のほうから質問がありましたので、い

ろいろ整理をさせていただきました。 

 令和８年度以降の公共施設等総合管理計画の改定にかなり影響を与えるというか、ほかの重要施設の方

向性も決定する、そういったものでもありますので、これはかなり貴重な御意見といったものが、今回、

調査のほうから改めて把握されたということであります。 

 それで、先ほど委員のほうからも、ＰＰＰ・ＰＦＩの活用ということで、そこの点に関しては、市税負

担とか将来的なことも考えまして、民間の資金活用が、市民サービスの質とか継続性に与える影響、その

辺は慎重に考えながらも、バランスを取りながら、総合的な判断をしていくのが当然重要であろうかとい

うふうには個人的には捉えているところであります。 

 そこで、資料の３ページのまとめのところで、今回、「より便利で魅力的な、新しい価値を持つ施設」

に転換できる可能性が改めて見えてきたということで書いていただいておりますけれども、この新しい価

値というのはどのような捉え方をすればいいのですか。なかなか難しい質問でありますけれども、市とし

て、現在、捉えている、その考え方を教えていただきたいというふうに思います。 

○久保公共施設マネジメント課長  こちらは様々な意図がございます。新たにできる価値というのもあり

ますし、既存の機能と機能を掛け合わせて、シナジーで新しい見え方が見えてくるなど、様々な意見がご

ざいます。少なくとも、新しく建てる建物は、向こう80年、100年と使い続けなければいけませんので、

そういった新しい価値も創造しながら、かつ財政負担を低減できるような取組に努めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○はぎの委員  ありがとうございます。分かりました。 

 今、課長がおっしゃったところは大変重要だと思っておりますし、多世代交流拠点というところを考え

ていくと、そういった考え方を踏まえた上で、新しい概念を生み出していくというか、そういうところが

今後の大きな課題であるかなというふうに思っております。 

 そうしますと、このまとめの後段の部分に書かれておりますけれども、市民の皆様からの御意見が不可

欠とありますが、今回のことに関しても、丁寧な情報公開という上での、また、そこからの市民の皆様の
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御意見というのは大変重要だなというふうに考えておりますので、何か今後の計画的に、そういった情報

公開で考えられているところがあれば教えていただきたいと思います。 

○久保公共施設マネジメント課長  現在では、詳細というところは持ち合わせてございません。ただし、

必要なのは、計画を決める前段で、適時適切な市民参加、それと御意見の聴取は必要と考えてございます

ので、早い段階で、そういったような市民参加、あとはそれに伴う全体スケジュール、こういったものを

お示ししたいと考えております。 

○はぎの委員  分かりました。ぜひ、そちらのほうも進めていただきたいことをお願いして終わります。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。よろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○対馬委員長  ないようですので、資料№１－１については終了いたします。 

 次に、資料№１－２について質問のある方は挙手を願います。 

○高野委員  先ほどの関連で、ＰＦＩに関連して、このワークフローというんですか、ロジックツリーと

いうことで書いてありますけども、これは業務委託してＰＦＩありきの試算ということではないというこ

とですか、確認させてください。 

○久保公共施設マネジメント課長  今回はＰＦＩに限らず、様々な可能性を検討すると、こういうような

調査でございます。 

○高野委員  あと、これは意見としてでもありますが、ちょっと難しい面もあるかなと思いながらも、な

かなかこういう専門的な試算というのは、ＰＦＩ推しの方がやっているのでしょうか。もっと中立的な立

場で、例えば、こういったＰＦＩなどに対して批判的な専門家というのもいらっしゃると思うので、そう

いった専門家にセカンドオピニオンを求めるようなことというのはやはり難しいものなんでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  本調査委託は、ＰＦＩなどの是非を客観的に測るために行うものでご

ざいます。最初から否定を前提とした調査は真の検証にならないと、そう捉えております。 

 受託者について、どういった受託者か、今後検討するところでございますが、先ほど申し上げましたバ

リュー・フォー・マネーの分析の専門性に基づいて、中立的な立場での検討を求めるのは、こちらは言う

までもないのかなと思っております。 

○高野委員  そうなると、情報の公開とか、その辺をしっかりとやっていただきたい。その辺の数字とか

をオープンにして、いろんな方が検証できるような形を、ぜひ、お願いしたいと思いますが、そこについ

て、一言お願いします。 

○久保公共施設マネジメント課長  多少重複する内容となりますが、コンサルタント等々からの委託の結

果というのは、あくまでも客観的なデータでございます。最終的に判断するのは、市民を代表する、この

市議会だと認識しているところでございますので、検討プロセス、それとバリュー・フォー・マネーの根

拠を最大限に公開して、公平性かつ透明性のある議論を通じ、市民にとって最良の結果を導き出したいと、

このように考えておるところでございます。 

○高野委員  ということは、議員が資料をきちんと読み込んで判断できるように準備していきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○はぎの委員  このバリュー・フォー・マネーの考え方を活用していくということで、庁内検討の体制に

ついても資料の３番で書かれておりますけれども、最も価値あるサービスを最も低いコストで実現するた
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めにということで、これは私もいろいろこれから調べていかなければいけないと思いますけれども、ＫＰ

Ｉというか、そういう評価書を設けて、このＶＦＭを算出とか評価していくというか、どういう感じで進

めていくのかという何か考え方みたいなものがあれば確認させていただきたいと思います。 

○久保公共施設マネジメント課長  この考え方というのは、将来、数十億円規模になる、非常に大きな事

業のリスクをまず評価するというところでございます。 

 委員のおっしゃるとおり、市が実際に自前、直営で実施した場合と、民間活用で実施した場合を詳細に

試算し、それによって民間活用のほうがより効率的・効果的であるという評価が出るか出ないか、こうい

ったものを示すものでございますので、そういう認識をいただければと思います。 

○はぎの委員  分かりました。 

 市民全体に与える将来的な財政負担の部分が、もう本当に、特に市民の方が一番気になっているところ

でもあると思います。今、御答弁もありましたけれども、市のほうが明確な、そういった見通しを持って、

しっかり進めていただいているというところで、ある程度具体的な試算みたいなものを見える化していた

だくと、安心していただける部分もあるかなと思いますので、ぜひ、丁寧に進めていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○中山委員  先ほどの高野委員の質問、そして資料№１－１の中での高瀬委員の質問を聞いていまして、

ちょっと気になったのは、市議会が判断する上で、サウンディングや民間調査の情報をきちんと示してい

ただくことが、まず前提になるわけですね。 

 先ほど、資料№１－１の中では、業者と合意が取れて、公表できる範囲の情報だということでした。私

たちが判断する中では、それだけでいいのかということにもつながって、必ずそうなるとは、またちょっ

と違うものでありますけども、今回の定例会の議案でいえば、ある議案で、やはり黒塗りが多いというと

ころも課題になっていましたが、その辺の情報が、結局は民間事業者のノウハウも含めた情報になります

よね。こういう今回の基礎調査で、その民間事業者のノウハウを含めた情報も、きちんと見せてもらわな

いと、こちらも判断ができないところもあると思いますので、その辺はいかがでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  委員のおっしゃるとおり、こういう非常に大きな事業でございますの

で、公正かつ透明性のある議論、これが必須だと考えているところは行政側も認識しております。 

 一方で、企業側のほうも、最終的にその情報が出せるか出せないかというのが、市ではなく企業側のほ

うの考え方、これは特許ですとか、知的財産等々の関わる部分もございますので、そういったところを踏

まえながら、市としては、できる限りの情報開示を求めて、皆さんに御提示したいと、このように考えて

いるところでございます。 

○中山委員  その考えは非常に大切な部分ですけども、どうしてとせめぎ合うというところには行き着く

部分もあるのかなというふうに思っております。その辺、市議会でこういう指摘もあったということも含

めて、できる限り情報を出していただくというところは、今後もお願いしておきたいと思います。 

○丸山市長  今、るる御指摘、また御質問もいただいて、前回の委員会の中でもお答えをしたかなと思う

んですけども、黒塗りも含めて、でき得る限り情報開示というものを求めていくということは、行政側と

しても努力をしていきたいと思っています。 

 先ほど、課長の答弁の中で、情報をお出しして、最終的に御判断をいただくのは議会という答弁をさせ

ていただきましたが、正確に言えば、業者を含めて、様々な情報というものを集約をして、私ども行政側
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のほうで、議案という形か、もしくは事業として議会の皆様に提案をさせていただき、それに対して、最

終的な御判断をいただくのは議会であるという認識でありますので、責任を持って、私どものほうで案を

しっかりつくっていくと。その基礎情報として、でき得る限りの情報はお出ししていきたいと思います。

ただ、そういった知的財産的な情報というのは、見方によっては非常に付加価値があるものでありますの

で、慎重に取り扱う一方で、では、そういうものがなく、全て行政だけで考えた場合に、付加価値のある

ものが出せるのかといえば、それはまた違う課題として、我々だけでは思いもつかない、また、我々だけ

では構築することができない部分も民間の知恵等も使いながら、より市民サービスの付加価値というもの

を増していくということにもつながりますので、しっかりとこのバランスを見ながら、出すべきものはし

っかりお出しして、最終的に案として御判断をいただけるよう努めていきたいと、このように思っていま

す。 

○中山委員  今、市長から答弁があった、その基礎情報ですよね。そこの部分だと思うんです。 

 今、答弁もありましたし、その基礎情報というところは、どうしても出せないところが恐らくあるんだ

ろうというのは想像はできるわけですけども、じゃあ、それでいいのかというと、また、そこも引っかか

るわけですよね。そうは言っても、どこまで出せるのかというところは、実際上は出てくると思いますけ

ども、今、市長からも、でき得る限りというところはありましたので、その姿勢は今後も引き続き、お願

いしたいというふうに思います。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○高瀬委員  この市民プールの件では、天井の耐震性がないということが分かってから、ちょうどタイミ

ング的にもサウンディングをやるときだったということもあり、スピーディーに進めていかれるのかなと

いうふうには認識しているところです。これから民間事業者のサウンディングをまたさらにやりながら、

参入の意向も確認していくということです。 

 近隣市でも、公共施設の入札が非常に厳しくなっている中、どれだけここでしっかりと情報をいただき、

信頼関係を持ちながら参入いただけるかというところを見ていくというのは、とても難しくもありますが、

でも今、この時代においては非常に重要なところになるかと思っていますので、そこは本当に、あまり時

間をかけ過ぎていただきたくない反面、やはりしっかりとやっていただきたいというのは、要望でお伝え

したいと思います。 

 資料№１－１の２ページの今後のロードマップでも示されておりまして、令和８年度、それからそれ以

降に公共施設等総合管理計画の改定ということで、恐らく複合化とか多機能化を見据えたものになってい

くかと思っています。 

 そのような中で、この室内プールは基礎調査を検討する段階なので、まだ先はなかなか見通しにくいか

なと思いますが、おおよそ、どのくらいの時期に、何らかの形がしっかりと示せるのか、その辺のスケジ

ュールというのは考えていらっしゃるのか、もし考えがあれば、参考でいいのでお聞きしておきたいと思

います。 

○久保公共施設マネジメント課長  具体的に、いつまでに何をというロードマップは、今、検討中という

ところでございます。ただ、今回、市長から、天井に対する対策について、補正予算を取って基礎調査を

するよう指示がありまして、このスピード感を持って対応するというところが、私たち行政側の使命でご

ざいます。そういう意味では、庁内横断的かつ市民にも分かりやすい市民参加をしながら進めていきたい

と考えているところでございます。 
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○高瀬委員  今の段階では、本当にまだ基礎調査を始める段階なので見えにくいかもしれませんが、そう

しますと、市民参加の形というのは、一定程度固まった段階で、御意見を頂戴するということになってい

くのでしょうか。そうすると、令和８年度中には、何らかをやっていく感じでしょうか、お聞きしたいと

思います。どんな段階で考えているかを教えていただきたいと思います。 

○久保公共施設マネジメント課長  この委託の中で、意向の確認というところで、現在の利用者ですとか、

今後の将来にわたる利用者の意向、こういったものを含めて、先ほど、いろいろな御質問がありましたけ

れども、新しい機能、こういったところにも視点を置きながら進めていく必要があると、このように考え

ております。 

○高瀬委員  基礎調査の中でいろいろ御意見を頂戴していくということで、ひとつ理解をいたします。 

 その基礎調査の内容などについて、御意見をいただいていくということで、また改めて市民の皆さんに

お示ししていくようなことも、検討としてはされますでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  今回、この基礎調査の内容を踏まえて、新たな考え方を持つような市

民の方もいらっしゃると思います。そういう意味では、全ての資料を出すかどうか、この辺は調整させて

いただきたいと思いますが、可能な限りお出しして、前向きな議論を進めてまいりたいと考えております。 

○高瀬委員  ぜひ、検討していただきたいと思います。 

 恐らく、大変大きな財政がかかってくるだろうということは想定できますし、当市内の現在の公共施設

は、いろんなところで修繕が必要だったり、大規模改修が必要だったりという中で、一議員としても非常

に緊張するところだなと思っています。今、議論に参加させていただいておりますけれども、また丁寧に

情報公開していただきながら議論を進められたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○中山委員  高瀬委員の関連になりますけれども、今の質問をお聞きしていて、この基礎調査の中で市民

参加もしていくということで、複数回になるのかなというようなイメージを、今、持ちました。その基礎

調査をまとめる上で、市民の意向がどうあるのか、さらに、基礎調査がある程度まとまって以降、またそ

れを市民に返していくと、そういうようなイメージかなというふうに思ったんですが、一言いただけます

か。 

○久保公共施設マネジメント課長  委員のおっしゃるとおり、回数も重要な要素だと思っていますが、私

たちは、この施設の既存の利用者だけではなく、新しい利用者の意見も拾っていかなければいけないと考

えています。そういう意味では、その拾い方、仕様もよく検討して、多くの方々から意見をいただけるよ

うな、そういったような考え方で、市民参加の手法を検討してまいりたいと考えております。 

○中山委員  ぜひ、お願いします。その点は大事だと思います。利用者、そして利用されていない方も、

今後どんどん利用を広げていくためには大事な意見があると思いますので、その辺、どういうふうに意見

を募っていくのかというのは、また難しいところだと思います。いろいろ考えなければいけないところだ

と思いますので、それはまた後々、議論していければいいと思っておりますけども、利用者、利用されて

いない方、それぞれに丁寧に意見を聴取していただきたいと思います。 

 スケジュールについても、高瀬委員とのやり取りがありましたけども、資料№１－１の２ページの今後

のロードマップとは関連しますよね。そういう理解でよろしいですよね。 

○久保公共施設マネジメント課長  資料に記載のとおり、プールの件も非常に大きな事業でございますの

で、それを総合管理計画の中にはしっかり反映させていくと、このような考えでございます。 
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○中山委員  スケジュールは詳細には固まっていないというのは分かりましたけど、基本的には、この資

料№１－１と関連するんだろうなと思って、ちょっと確認をさせていただきました。 

 一旦終わります。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○だて委員  先ほどの続きになるんですが、プールの在り方ということで、今回、提案が出ているわけな

んですが、市民プールの天井の部分が修繕されるということでありますけれども、それによって、この市

民プールの建物の評価というか、今後どれだけ、要は使える期間に変化があるのか、その辺の状況という

のは何か変わる部分があるんでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  構造体と言われるものは大きく変わらないと思っています。ただ、今

の機器、空調とか、照明とか、設備機器の耐用年数が非常に低いものですから、併せて、こういったとこ

ろも、直近で抱えている課題を解消していく必要があると考えているところでございます。 

○だて委員  出来上がってから三十数年ですよね。現状だと、今、おっしゃったように、構造体には影響

が生じないということであるんですけど、御担当の計画上のところも含めて、今のプールの状況というの

は、建物としては、あと何年利用可能な状況であるのか、そこは今後どのように使っていくかというとこ

ろも踏まえると、例えば、プールとして使うのか、そのほかの用途で使うのかによって、またプールとし

て使うんだったら、ちょっと短くなるかもしれないし、そのほかの用途に使うんだったら、もう少し長く

使える可能性があるんじゃないかとか、そういった可能性というところを模索していかなければいけない

のかなと思います。今後の在り方を考えていくという意味では、必要な要素なんじゃないかなと思うんで

すが、今、現状、どのような見通しを持って、建物について捉えていらっしゃるのか、伺いたいと思いま

す。 

○久保公共施設マネジメント課長  たしか２回ほど前の定例会で、この場で御説明した内容だと思ってお

ります。重複する部分があれば御容赦いただきたいと思います。 

 そもそも、こういうコンクリート構造の建物というのは、総合管理計画では80年もたせようというよう

な原則がございます。この80年もたせるというのは、何もしないで80年もつわけではなく、大規模改修工

事や必要な修繕を行って、その年数を安全・安心に市民サービスの低下を招かないような適切な管理をし

て初めてもつというところでございますので、何年もつというよりは、もたせるような適切な対応、処理

をしていくと、このような考え方が総合管理計画の考え方でございます。 

○だて委員  分かりました。今、御説明があったような形で、しっかり丁寧に使っていくことによって、

どれくらい使えるかというところはあるのかもしれませんけれども、在り方ということで、今後、資料№

１－１のほうでも最優先で、このプールの今後の在り方を決定していくということでありますので、その

辺の評価というところを一定持っておいていただくことも必要かなと思っています。あとは、どれぐらい

使えるというか、使っていくというところを、しっかりめどとして持っていくことによって、その先どう

使い得るのか、建物がもう駄目なら、それは当然、壊さなければいけないと思いますし、例えば、プール

以外で使える可能性があるのであれば、長寿命化等々もしっかりしていく必要性があるのかなと思います。

そこはコストとの見合いというところも当然あるとは思うんですけども、その辺は検討いただきたい部分

かなというふうに思っているので、そこら辺のスケジュール観というか、感覚を、ぜひ御検討いただきた

いなというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  今回、まず、この検証の前に、天井の耐震性を回復するという工事が
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ございます。そこで一定、市民サービスの利用が回復するわけでございますが、なるべく早く、いずれに

しても、この建物、設備等々、大規模改修工事を実際してこなかった経過がございますので、そういった

ような状況を的確に判断して、後手後手にならないように、先手先手で、必要な計画を市民の皆様にお示

しした上で進めてまいりたいと考えております。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○中山委員  今の質問をお聞きしていて、総合管理計画等々の答弁がありました。今、個別施設計画の、

この10年計画を見ているんですけども、今の答弁の中でも、大規模修繕等々されてこなかったという経過

があるということなんですが、個別施設計画ですと、この市民室内プールは、2020年、2021年に長寿命化

改修工事が、その当時、計画されたわけですよね。それがなかなか、工事もされずに来ているということ

なんですけど。 

 この計画どおりに進んでいないところがあって、それは計画は計画で、当時、計画を策定したときも相

当議論があって、しかし、コロナ禍等々もあって、２年だったかな、先延ばしにした等々ありましたけど

も、今、経過があって、こうなってしまっているのは理解をしていますけども、こういう計画を当時つく

ったときに、延びるのであれば、どういう理由で見送ることになったというような報告があってもよかっ

たのかなというふうに思って、お聞きをしておりました。 

 今後また、今、議論があったように、次のフェーズに来ているんだと思うんです。総合管理計画の改定

もありますし、私もこの間、この個別施設計画もきちんと実態に合わせて変えていくべきじゃないかとい

うことも指摘をさせていただいております。総合管理計画は、令和４年に１回、改定はしていますけども、

そうは言っても、計画そのものを変えた改定じゃなかったというふうに理解をしていますので、今の実態

に合わせた改定、１回見直すということも必要だと思います。これで終わります。 

○対馬委員長  取りあえず、意見ということですね。 

 ほかに質問のある方はいらっしゃいますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○対馬委員長  ないようですので、資料№１－２について終了いたします。 

 本日、出席要求をいたしました説明員の皆様におかれましては、ここまでで結構です。ありがとうござ

いました。 

 次に、資料№１－３について報告を願います。 

○久保公共施設マネジメント課長  資料№１－３、国分寺市公共施設等総合管理計画等の改定及び公共施

設マネジメントシステムの導入についてを御覧ください。 

 令和10年度末までを計画期間としてございます国分寺市公共施設等総合管理計画と関連計画の改定作業

を令和８年度から３か年で行います。 

 主な内容は、令和６年第４回定例会で報告をさせていただいているところでございます。 

 あわせまして、公共施設マネジメントシステムを導入し、施設情報の一元管理、また、ライフサイクル

コストの分析など、データに基づいた効果的な施設運営の基盤を整えてまいります。 

 改定検討では、旧庁舎用地利活用に伴う公共施設の再配置、包括施設管理委託によるデータ活用、人口

ビジョンを受けた将来推計、さらには民間活用の投入などを具体的に反映する想定としております。 

 システム導入後は、施設台帳や修繕履歴の一元化から始まり、劣化予測に基づく計画的な修繕、そして

中長期的な財政負担の可視化など、段階的にデータ活用を進めてまいりたいと考えているところでござい
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ます。 

 実施スケジュールにつきましては資料に記載のとおりでございます。 

 なお、別紙として、現在の総合管理計画の抜粋としまして、情報の一元化に始まる計画的なマネジメン

トの流れをお示ししております。 

 報告は以上となります。 

○対馬委員長  報告が終わりました。質問のある方は挙手を願います。 

○中山委員  先ほど、先走ってしまって意見でとどめましたけども、先ほどの意見したところについて、

繰り返しませんが、今後の方向について、一言お願いします。 

○久保公共施設マネジメント課長  これまでは、令和６年度から開始した包括委託において得られた様々

なデータを蓄積するフェーズでございました。これからは、得られたデータや公共施設マネジメント課で

保管している工事、修繕などの記録をマネジメントシステムで集約しまして、一元的に管理、運用、活用

していくフェーズになります。こういったことにより、より一層効果的・効率的な公共施設のマネジメン

トに努めていく必要があると、このように考えております。 

○中山委員  その一元管理というのは、公共施設包括施設管理委託以外の部分は、一元管理されていると

いう理解でよろしいですか。 

○久保公共施設マネジメント課長  データの蓄積をしているところでございます。 

○中山委員  いや、包括管理委託が始まる前から、私は、この一元管理は大事じゃないかという指摘をさ

せていただいていて、行政のほうも一元管理していくという答弁はあったと思うんです。ですので、その

後に包括管理が加わったので、今回の資料でいうと、今までの一元管理に、さらに包括管理委託の情報を

合わせて、システム上で、もっと管理しやすくなっていくという理解でよろしいですね。 

○久保公共施設マネジメント課長  委員のおっしゃったとおりでございまして、これまでは、施設の様々

な情報を、個別のファイルで手作業管理をしていたというところでございます。 

○中山委員  一元管理はしているけども、入力とかはなくて紙ということですか。（「個別に入力して、

個別に）と発言する者あり） 

 そういうことか。リンクしていないんですね。なるほど、今までの管理は、個別にそれぞれシステムに

情報として登録はしているけど、それはリンクをしていないというわけですね。それを一元的にシステム

化していくと。それは今までできていなかったんですね。承知しました。それは、ぜひ、するべきことで

す。もっと早くしてあってしかるべきかなと思いましたので、意見で終わります。 

○対馬委員長  ほかに質問のある方はいらっしゃいますか。 

○はぎの委員  御説明ありがとうございます。 

 ２番のところの③です。やはりこのライフサイクルコスト分析機能の実装ということで、この施設の全

コスト可視化は、かなり重要なことだと思いますし、中長期的な財政負担の把握というのは、一番重要な、

市の経営において大変重要な部分だなということで、このシステム導入ということで、今後、具体的に、

どの程度コスト削減効果というか、ＬＣＣのこの圧縮効果を見込んでいくか、目標というか、そういった

ものを追っていくのが大変重要な作業になってくるかなというふうに思うんです。同時に令和８年度から

３年かけて、そういった計画の改定ということに係ってくると思うんですけれども、そういう定量的な目

標を立てて、把握したところからの圧縮効果を追っていく作業をどういう形で行っていくのか、その考え

方も確認させていただきたいと思います。 
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○久保公共施設マネジメント課長  今、委員がおっしゃったとおり、施設ごとのＬＣＣ、ライフサイクル

コストをしっかり追っていく、これは過年度、この総合管理計画を策定した段階も、近しい作業をしてい

るところでございます。 

 ただ近年、人件費、あるいは鋼材等の物価高騰ですとか、様々な社会情勢が変化しているところでござ

いますので、そういった情報も踏まえながら、ＬＣＣの算定を行いつつ、施設ごとの比較もそうなんです

けれども、それらを重ね合わせますと、やはり国分寺市が投じる政策的経費が非常に膨れたりとか、山が

できてきますので、そういった長期的な山の平準化、こういったものも全てシミュレーションしていく必

要があると考えているところでございます。 

○はぎの委員  ありがとうございます。今、御答弁がありましたけども、その平準化という部分が大変重

要なところだなと私も思っています。 

 この資料の一番下に記載されている、このＥＢＭ、エビデンス・ベースド・マネジメントということで、

これが実際に活用されていくことによって、点検とか診断とか修繕の、そういったものの優先順位づけに

生かされて、今よりもスピーディーに行われていくのかというか、その優先順位づけの考え方というか、

その辺も教えていただけますか。 

○久保公共施設マネジメント課長  委員のおっしゃる優先度の順位づけというのは、非常に重要な視点で

ございます。 

 当市におきましては、令和６年度から包括管理委託で横断的な施設管理、それと修繕計画を実施してい

るところでございますので、単独施設による優先度ではなくて、全庁横串の横断的な優先度を踏まえて、

先ほどのお話につながりますが、長期的な財政負担、この辺の平準化に努めてまいるというようなところ

でございます。 

○はぎの委員  よく分かりました。ありがとうございます。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○星委員  今日の御説明をイメージすると、包括管理委託業務で様々なデータが集積されますので、それ

を活用して、修繕していく順番とか、コストとかというものを、このデータで一括的に管理できるという

意味で、コスト削減につながるんだろうなと思いながらお聞きしているんですけども、成功例がどこかの

自治体であれば、自分でも調べてみたいと思うんですけども、こういうことをやってみて、こういう効果

がありましたなど、他の自治体においてあれば御紹介いただきたいなと思うんですが、いかがですか。 

○丸山市長  今、御質問で具体的な自治体ということなんですけども、当市は、この分野においては、こ

れまでかなり先駆的に取り組んできたところでありまして、今回のシステム導入というものも、この一環

として、今後有益であるという判断に基づいて、今、進めようとしているところであります。 

 当然ながら、進めていく上で、議会の皆様の御意見等も賜りながら、精度を高めていきます。 

 具体例で言うと、着任以来、私から、例えば、公共マネジメントのところで指示をしているのが、その

優先順位のつけ方というところの精度をもっと上げていかなければいけないと。 

 例えば、躯体でいえば、ある建物があって、その柱が倒れそうだとなると、当然、建物自体の危険性が

あるわけで、これは致命的であります。一方で、建物そのもので見たときに、例えばエアコンが壊れると

いうことは、建物自体が駄目になるわけではないので、致命的ではないんですけども、ただ実際、御利用

されている市民の方から見れば、夏場にエアコンが故障するというのは、実質的には使うことが不可能に

なるので、そういう意味ではクリティカルな要因になってくるということであります。 
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 例えば、そういったものを、どういったメッシュで切っていって、優先順位をつけていくのかというこ

とも、精度として高めていく。これは逆に、運用側の我々のほうでしっかり判断をして、優先順位をつけ

ていくと。 

 ただ、それに先立って、それぞれの施設がどういう状況で、備品類、什器類を含めて、それがどういっ

た状況なのかということ自体を、まずデータとして持っていないと、そういった判断自体が成り立ちませ

んから、その部分で、今、それぞれに管理をしていたものをシステム上にしっかりと集約をさせて、様々

な部署において情報共有ができるということ、これを行うということは、今言った判断をする上において

は、前提条件として絶対必要になると、このように考えていますので、当然、やりながら修正等、また過

剰になっている部分は見直しということもあろうかなとは思うんですが、基本的には今のような考え方に

基づいて、ほかの自治体の例を待つこともなく、我々として、まず確実なところだと判断をして、一歩一

歩進めていくというところに立っています。 

○星委員  国分寺市が切り開いていくということで、市長もおっしゃっておりますが、例えば、空調など

が壊れる前に、きちんと利用者と働いている方に負担が行かないようにやっていくんだということをおっ

しゃっていたので、そういうことのために導入していると思うんですが、何分、どこかがやったことを追

いかけるんじゃなく、国分寺市がいろいろ試行錯誤しながら進めていくということなので、それは市の職

員の方も、指定管理者や民間委託先、様々な市の関連部署の現場の意見も聴きながら、検証しながら進め

ていただきたいというふうに思います。 

○対馬委員長  ほかに質問のある方はいらっしゃいますか。 

○高野委員  先駆的に進めるという意気込みを聞かせていただきまして、本当にすばらしいと思います。

ありがとうございます。 

 ただ一点だけ、再度の確認なんですけど、資料の２ページの上のほうで、基本的考え方２の下のところ

です。文章の中で２行目、やはりここがちょっと気になるんですけど、財政面での制約等を考えると、そ

のままの形で維持することは困難ということが書いてあるんですが、ここの内容というのは、総合管理計

画に基づいているということでよいのか確認させてください。 

○久保公共施設マネジメント課長  そのとおりになります。 

○高野委員  先ほどの御説明でも人口ビジョンという話に言及されていましたし、それが総合管理計画で、

大分ずれがあるのではないかということも指摘をさせていただいておりますので、その辺も含めて見直さ

れていくのかなと思いますので、そこはぜひ一緒に考えさせていただければと思います。答弁は求めませ

ん。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○中山委員  質問をお聞きしていて、システム化、一元管理のこともそうなんですけど、包括委託に入っ

ていない施設もあるじゃないですか。その辺はどういうふうに対応され、どうしていくのかということに

ついて、教えてください。 

○久保公共施設マネジメント課長  これは、導入前には、公共施設マネジメント課が全庁的に情報の集約

をしてございましたので、引き続きそういったような取組を進めることと、あとは包括事業者のほうから、

当該対象になっていない施設についても、優先度のチェックということも、それは提案の中で実施すると

いう話もいただいていますので、できる限り事業者の力も使いつつ、市の技術者の視点も取り入れつつ、

進めてまいりたいと考えております。 
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○中山委員  包括管理委託事業者からそういう提案があって、対象に入っていない施設も点検してくださ

ると。点検じゃなくて、施設の老朽化の状況ですよね。優先順位をつけるための情報やデータを収集する

ということはしていただけると。なるほど。 

 それは、事業者の善意でしていただくのか、市として、きちんとその分のお金も払って、きちんと一元

化した情報が必要だというような、この前の建設環境委員会でもそういうのがありましたので、その辺を

ちょっと考えながら対応されたほうがいいのかなというふうに思いましたけど、一言お願いします。 

○久保公共施設マネジメント課長  私の説明不足かもしれません。 

 提案と申しあげたのは、提案事項に含まれていたというより、向こうの御意向というか、そういう個別

のものを御相談したときに、回答をいただけたというところで、委員のおっしゃるとおり、それ以外のパ

イは非常に大きいものがございますので、それは、その業務に見合うような委託ないし取組をする必要が

あると、このように考えております。 

○中山委員  それはお願いしたいと思います。 

 それと、一言、苦言になるんですけども、負担の平準化というのもありました。それも大事な観点なん

ですけども、この公共施設総合管理計画を策定した当時、公共施設等インフラで、今後40年間で1,370億

円かかるんだと、年平均34億円かかるんだと、これを減らして平準化していくんだという視点で、先ほど

も触れた個別施設計画もつくったわけですよね。しかし、その個別施設計画も、なかなかそのとおりには

進んでいないんですけども、この総合管理計画で言われていた毎年の負担も、市はそこまでの負担もない

わけですよね。先延ばしにしているということではあるとは思うんですけども。その辺、難しい計画であ

ると思うんですけど、やはり適正にその数値を出していく、見込んでいくというのが、今回の報告だと思

うんです。これは大事な観点だと思います。過大に見積もるわけでもなく、過少にするものでもなく、難

しい点はあると思いますけども、今後を見据えてというものですので、やはりできる限り適正な数値に落

とし込んでいくというのは、とても大事だと思いますので、その点、改めて一言いただきたいと思います。 

○久保公共施設マネジメント課長  委員がおっしゃる適切な数値に落とし込む、これは非常に重要なこと

かと思っています。 

 一方、それ以外にも、私どもが進めております予防保全、こちらは全体のパイを長期的には下げる取組

というところで、国土交通省のほうでも試算をしているところでございます。30年後、50年後に、そうい

った取組が実になるように、慎重かつスピーディーに進めていく必要があると考えております。 

○中山委員  その予防保全の姿勢も非常に大切だと思います。長期的に建物を保存、使えるように維持し

ていくというところでは大事な視点だと思っています。この間求めてきたところでもありましたので、ま

た今後の報告を見ていきたいと思います。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○対馬委員長  ないようですので、報告事項１番を終了いたします。 

 ここで、一定時間たちましたので、10分程度休憩いたします。 

午前10時43分休憩 

 

午前10時54分再開 

○対馬委員長  では、会議を再開いたします。 



－ １７ － 

                   ◇                    

○対馬委員長  続きまして、報告事項２番 旧庁舎用地の利活用について、報告を願います。 

 まず、資料№２－１について、報告をお願いします。 

○久保公共施設マネジメント課長  資料№２－１、国分寺市旧庁舎用地利活用事業事業者選定結果につい

てを御覧ください。 

 令和７年10月27日の国分寺市現庁舎用地利活用事業事業者選定審査委員会において、温浴施設と地域貢

献施設を提案した構成企業を優先交渉権者として選定いたしました。評価結果は記載のとおりでございま

す。詳細な審査内容につきましては、通し番号４ページ以降の審査結果報告書に記載しております。 

 まず、審査結果の説明に入る前に、通し番号３ページにイメージ図をつけさせていただきましたので、

こちらを参考に交渉権者の提案の概要を御説明いたします。 

 まず、公共施設は敷地が約3,260平米、ピロティなどの半屋外空間を含む延べ床面積が約6,240平米、地

下１階、地上３階、鉄骨造プラス一部鉄筋コンクリート造として、オープンスペースは約310平米となっ

ております。民間施設は敷地が約7,450平米、立体駐車場を含めた延べ床面積が約7,500平米。温浴施設は

地上２階建てとし、また、約220台収容可能な駐車場は自走式３層の立体駐車場と一部平面駐車場の計画

となっております。 

 事業費の提案額は73億70万円です。また、土地の貸付料が年額約6,800万円で、約30年の借地期間を通

じ、総額約20億円強の収入を見込んでおります。なお、事業費の内訳は設計・工事監理委託費が約４億

4,000万円、建設費が約68億6,000万円となっております。 

 続きまして、審査結果について御説明いたします。通し番号７ページを御確認ください。こちらに審査

委員会委員の構成を記載してございます。このうち４人目の委員は国分寺市商工会から御推薦いただいた

個人の方でございます。御本人の御希望により氏名は非公表とさせていただいております。また、委員

１名から、一身上の都合により令和７年10月24日付で退任届が提出されましたので、同日に解職いたしま

した。なお、国分寺市現庁舎用地利活用事業事業者選定審査委員会設置条例第３条に占める５名のうち

４名が出席し、第７条に基づく過半数の出席を確認し、会が開催されております。 

 続きまして、通し番号８ページ以降の技術提案評価の審査講評でございます。優先交渉権者については、

公共施設と民間施設の連携、それと優れたデザイン性、周辺地域への開放性が高く評価されました。 

 公共施設では、広く使いやすいフリースペースと民間施設のカフェとの連携、悪天候時の具体的な利用

提案など、他者を上回る優れた内容であるとの評価でした。 

 民間事業は、温浴施設を中心に、年齢、性別を問わず幅広い世代が利用でき、広域からの集客によるに

ぎわいの創出が期待されるとし、また災害時のきめ細やかな連携、地元との協働、十分な駐車場の確保な

ど、総合的に優れた提案となっております。 

 一方で、長期的な集客維持に関する御意見もあったところでございます。 

 続きまして、次点交渉権者に対する講評につきましては、複合公共施設においては、フリースペースの

使いやすさ、また視認性について課題が指摘されております。 

 民間事業はスーパーマーケットを核とし、安定した集客と事業継続の点、また日常利用との親和性、実

績に基づく運営が評価されております。 

 一方、民間施設の利用者層が年齢、性別、地域において限定的な点や、既存の商店会との調和について

も懸念が示されました。 
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 講評内容は以上となります。 

 なお、審査項目の内訳、配点については、参考として巻末に示しております。 

 事務局としましては、昨今、公共事業では入札不調が相次いでおり、応募者が得られないケースも増え

ている状況でございますが、そうした中、本事業は２事業者から要求水準を超える充実した御提案があっ

たことは、事業の魅力と関心の高さを示すものと認識しております。今後のスケジュールとしましては、

令和８年１月中旬に基本協定の締結、また複合公共施設のデザインビルド契約は１月下旬に仮契約し、第

１回定例会に上程する予定でございます。なお、閉会中委員会などの機会をいただけましたら、さらに詳

細な企画提案書等の御報告ができようかと思っております。 

 報告は以上となります。 

○対馬委員長  報告が終わりました。質問のある方は挙手を願います。 

○星委員  幾つか質問をさせていただきます。まず、通し番号５ページのところの審査結果で、課長が先

ほど、こういう状況の中で２者に応募いただいて、しかも中身もよかったということで、プロの見方はそ

うなのかなと思ったんですけど、素人から見ると、サウンディング調査では14件あったじゃないですか、

それなのに２者にとどまってしまったのかなというように思えたので、そのあたりの説明をお聞きするん

ですけども、市民の方と「半分は民間施設になるんですよ」と話をすると、「何になるんだろうね」と、

「何がいいですかね」と話をしても、意見があまり出てこなくて、あそこの環境を含めて、民間事業者が

採算を取るのが結構難しい地域なのかなというように思ったのですけども、そのあたり、２者ということ

で、先ほど御説明がありましたけども、市の見解をお願いいたします。 

○久保公共施設マネジメント課長  御存じのとおりサウンディング調査というものはあくまでも市と事業

者が対等で会話をする、そういう意見交換の場でございます。つまり、これは提出するという担保を取っ

ているものではないということが前提になっています。他市の事例に目を向けますと、国分寺市以上の事

業者との対話数があったにもかかわらず、不調になっている事業も散見されていますので、今、委員のお

っしゃるとおり、２者しかなかったと捉えるのか、２者からいただいたと捉えるのか、これは捉え方の問

題なのかなと思っていますが、少なくとも新庁舎へ移転した後に速やかにこの事業に着手でき、また優先

交渉権者が決定できたといったところは、国分寺市の事業がほかの市よりも魅力がある事業であったと認

識しているところでございます。 

○星委員  市がそういうふうに今回の２者ということを見ているということは分かりました。 

 それで、そこから幾つか具体的にお伺いしますが、優先交渉権者の提案が温浴施設と地域貢献施設とい

うことですが、温浴施設についてなんですけども、広域からの集客も見込まれるということで通し番号

８ページに書かれていますが、この辺を選定に当たってどう見ているのかということなんですけども、例

えば、国立市や、小平市にも温浴施設はあります。あと、この間の日経新聞の12月３日号には、武蔵小金

井駅近くにもまたオープンするということが出ていました。そういう意味で、温浴施設ができたら私も行

きますよ。長期的な集客も課題という意見もありましたけど、どういう人たちをターゲットに30年間やっ

ていくということは、提案からどのように見えたのか、やはりこれはちょっと長いですし、しかも、先ほ

ど、市としては、貸している土地代を20億円見込むということもありましたので、その辺は厳しく見てい

く必要はあると思うんです、実際には。そういう意味で、その辺の事業の採算性というか、継続性をどの

ように見ているのか、お願いしたいと思います。 

○久保公共施設マネジメント課長  先ほど私が説明したとおり、閉会中に可能な限り企画提案書を御提示
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したいなと思っています。そこの中には、今、御懸念としてお話があった御意見を解消するような提案で

すとか、それを踏まえて、会議体として実際に出された委員会の御見識もございますので、こういったと

ころを参考にしていただきながら御判断というか、御確認いただくものなのかなと思っております。あく

までも私どもは事務局として、要求水準書、市民の意見を取りまとめたというような立場でございますの

で、その立場を御理解いただければと思います。 

○星委員  詳細に聞いても、それを聞いて判断できるかどうかってありますけど、そうすると、この中身

について、今日は大まかなことが決まったということなので、今後、それが出てくるので、今後議論とい

うか確認できるということでいいんですか。 

○久保公共施設マネジメント課長  今回、別紙としてお示しさせていただいていますが、資料の通し番号

10ページでございます。全体計画に関する事項の細項目の事業収支計画というところで、５点の配点がご

ざいますが、ここで3.5点という配点を委員が実施しているところでございます。ここを御確認いただく

というような内容になりまして、具体的な提案書を皆さんに御提示することはないと考えております。 

○星委員  次回、閉会中の委員会の資料も見ながらまたやりたいと、確認したいのはそういうこともある

ということなので、その辺は認識いただければと思いますが、資料として出せる、出せないとか様々ある

ことは理解しますけども、確認しておくべきことだと思いましたので質問いたしました。 

 あと、今の答弁でいただいた通し番号10ページのリスク管理に関する考え方と事業収支計画でいうと、

ＫＩのほうが得点が高いので、ここも聞こうと思っていたんですが、優先交渉権者じゃない事業者のほう

がここの部分に関しては高いなと思って見ていましたので、余計にそういう意味で事業の継続性はどのよ

うにお考えなのかなということはお聞きしたいと思いました。 

 今回はそういうことなので、もう一つで取りあえずやめますが、30年間、商売を行うことは大変なこと

じゃないですか。本当に事業の継続という意味で、倒れたり、新規参入とかもいろいろある中で、そうい

う意味で、一応プロポーザル実施要領には記載されていますけども、もし仮に、途中でお客さんが集まら

なくなって事業が厳しくなって断念せざるを得ないという事態になったときは、そういう場合の市の対応

はどんなことになっていくのか、その辺の流れというか、決まり事というか、御説明いただければと思い

ます。 

○久保公共施設マネジメント課長  30年という長期間で貸付けをするものですから、ここにつきましては、

リスク分担表というものをそもそも設定しているところでございます。それに基づき、起因者が誰なのか、

それによってどういう被害を受けるのか、それを事細かに記述してございますので、これに基づいて進め

ていくという考えでございます。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

○高野委員  この審査結果、ＫＯという優先交渉権者の構成企業の中に、多摩ふるさと建設業協同組合と

あるんですけど、インターネットで検索しても出てこなくて、この構成企業の詳細というのは教えていた

だくことは可能なんでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  こちらは官公需適格組合という位置づけで構成されている組合でござ

いまして、今、認識している構成でございますが、市内事業者が白木建設株式会社、森永建設株式会社、

タツミ建設株式会社、そして戸倉工業株式会社、あと株式会社ＳＫＹ－ＢＭ、株式会社アットホーム、鈴

木造園株式会社でございます。市外が株式会社蓬萊組、村上工業株式会社、以上でございます。 

○高野委員  ありがとうございます。あと、通し番号10ページの別紙の審査項目のところで、これは素朴
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に疑問に感じたんですが、実績評価点の上から４番目で統括代理人の実績評価、あとそのさらに２つ下で

現場代理人の実績評価はそれぞれ配点が５点となっているんですけども、両者とも零点となっていまして、

これを御説明いただいてもよろしいですか。 

○久保公共施設マネジメント課長  現場代理人の実績評価、こちらは公表されている資料でございますが、

「延床面積2,000㎡以上5,000㎡未満の複合公共施設（２つ以上の異なる用途を含む公共施設）」という非

常に限定した厳しい条件でございますが、そういった場合の実績評価としてこの加点評価という項目をつ

くってございます。 

 統括代理人につきましても同様でございます。 

○高野委員  ありがとうございます。理解いたしました。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

○中山委員  通し番号８ページです。先ほど、星委員が若干触れていましたけども、ＫＯに対する評価の

一番下のところです。具体的に「入場料などの観点から」と書かれているということは、入場料の提案は

あったという理解でよろしいですか。 

○久保公共施設マネジメント課長  これは事務局として、今、記憶にある範囲の中でございますけれども、

一般的にこういう温浴施設というのは100円、200円では入れない、俗に言われる昔の銭湯みたいなものじ

ゃないよねという、そういうような話で委員の一人がこういう発言をされたという、たしかそういう内容

だったと認識しております。 

○中山委員  分かりました。次回、出せる範囲での資料が出てくるということなので、またそういうとこ

ろで確認できればと思いました。今日は終わります。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

○田中委員  今回、大変いい形で決まったのかなと思います。何より、２者で競争という形が取れたのが

大変よかったんじゃないかなと思います。温浴施設で、リピーターというんですか、何度も足を運んでも

らえる、特に市内外から、大きな都市計画道路沿いにあって来られる、また、地域との関連性だとかにぎ

わい、また、地域の市内事業者との連携だとか、大変いい形になったのではないかなと思っております。

そうしたことも期待されるのかなと思うんですけども、いま一度、市としての見解を一言いただいていい

でしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  私個人の感想というレベルでございます。先ほど申し上げたとおり、

両案ともに要求水準を超える非常にすばらしい提案だったというところでございまして、講評には字面ど

おりの記載でございますが、前提としては、市が求めていたものを両方とも超えていたすばらしい提案だ

ったと。さらにはＫＯ、今回の最終優先交渉権者がさらにそれを上回るような提案だったと、これは委員

の方々が感じているのと同様に、私ども事務局としても同じような考え方を持っております。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○高瀬委員  次回、詳細にもう少し教えていただけるということですので、そちらでお聞きしたいと思う

んですけれども、今回、審査項目の表を出していただき、どのくらいの点数だったかというのを見せてい

ただきますと、技術提案評価点の中で全体計画に関する事項のところでは、ＫＩのほうが全体的に高かっ

たということが見てとれます。ただ一方で、複合公共施設整備事業に関する事項というところでは、施設

計画だったり、環境配慮だったり、またオープンスペースの整備計画というところで、ＫＯのほうが点数

が上がっているなというのは見ているところです。 
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 そして、大きいなと思ったのが、民間活用事業に関する事項のところで、にぎわい創出の取組、今、田

中委員からもありましたけれども、ここが６点の差がついているということでは、ここでどういったこと

が提案されているかというのは、次回で結構ですが、ぜひ、教えていただきたいなと思います。というの

も、温浴施設ということでは、それもお聞きしないと分からないですけれども、どのくらいの規模で考え

ていらっしゃるのか、あるいは温浴のためのお湯について、水を沸かすのか、温泉ではないわけなんです

よね、その辺も私たちはよく分からないので、そういったところも含めて少し教えていただきたいと思い

ます。ちょっと細かいんですけども、次回で結構ですのでお聞きできれば、ここの環境だったりとかにも

関わってくると思うので、知っておきたいなと思っています。 

 それと、あと駐車場が220台と御説明いただきました。ということは、恐らく市外からの来場者もかな

り期待されている台数ではないかなと考えるわけなんですけれども、そういったところで近隣への配慮も

必要になると思いますので、そういったところもちゃんと提案があるのか、少し細かいんですけれども、

この恋ヶ窪のまち全体を見たときに、どういった形で地域が活性化され、一方で近隣の方の生活環境を崩

さないような提案があるのかというのはお聞きしたいと思っております。事業者側の提案でどのように言

われていてこの配点になっているのかというのを知りたいと思いますので、そこは分かる範囲で、次回で

も結構ですけども、そういう考えを持っているということはお伝えしたいなと思いますが、いかがでしょ

うか。点数が明確に、今、示されておりますので、この２者の中でもそれぞれ違うわけですよね。いいと

ころがどの辺にあったのかなというのは、この表で見られるわけなんですけども、実際に優先交渉権者に

なられた事業者については、具体的に、にぎわいの創出だったり、駐車場の配置だったり、近隣への配慮

とか、その辺の御提案も恐らくあると思いますので、そこはお聞きしておきたいと思っておりますので、

その点はいかがでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  今、いろいろ御意見をいただいたところでございますが、御提示でき

るのは優先交渉権者であるＫＯの提案書のみでございます。その前提に立ちまして、この事業は、非常に

市民の方々、特に地域の方々には期待されている事業だと認識しているところでございます。そういった

これまでの経過、市民の意見を踏まえて要求水準書を作ったわけですから、それに見合う企画提案書を当

然のごとく市民に提示するというのは行政側の務めでございます。そういう意味では、今、事業者のほう

と可能な限り提案書をより分かりやすく御提示するということで調整していますので、次回の議会で、説

明する機会をいただければ、御説明させていただきたいと思っております。 

○高瀬委員  ありがとうございます。今回は前段として、次回ということもありましたので、そこは踏ま

えたいと思います。今、思っているところを述べさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

○中山委員  資料の通し番号７ページ、審査委員会委員の構成で、冒頭の説明で10月24日に退任の届出が

あったということなんですが、こういうことはよくあるんですか。これは10月ですので、この審査委員会

の設置条例を議決したのは、10月上旬だったと思うんです。第３回定例会、去年ですよね。（「辞めたの

は今年です」と発言する者あり）今年辞めた、途中で辞めた、これは今年なのか。2025年10月に辞められ

た、そういうことか。じゃあ、途中までやられていたわけですね。今年でいうと９月26日もありますので、

こういうところは参加されていて、その後に日程が合わなくなったということなのか、なるほど。私は冒

頭からいらっしゃらないのかと思って、失礼しました。でもこういうことも、しようがないといえばしよ

うがないのかもしれないんですけど、あまりないですよね。これを見てびっくりしたというところなんで
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すけど、最後の最後なので補充もできなかったんだろうなとは推測しますけど、ちょっと気になったので。 

 私、１年間違えていたので質問しましたけど、承知しました。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

○だて委員  様々資料を提示いただきましてありがとうございました。幾つか伺いたいんですけど、賃借

料、土地をお貸しする料金は年額6,800万円ということで、先ほど御説明が口頭でありましたけれども、

それ以外に、そこで事業をされることによって、税収とかも含めてもちろんあると思うんですが、当然、

どれぐらいお客さんが来て収益が上がるかにもよるかと思うんですけども、何か賃借料以外の付加的なと

いうか、どれがメインか分かりませんが、市の収入というのは一定あるという認識でよろしいのか、その

辺を御説明いただきたいと思います。 

○久保公共施設マネジメント課長  民間施設の建物自体で固定資産税等の想定はございます。あと、法人

関係の税も想定しているところでございます。 

○だて委員  分かりました。あそこで事業をされるということで、賃借料、土地の代金以外にも入ってく

るものは当然あるというように認識させていただきました。 

 先ほど一定議論もあったんですけど、温浴施設ということで入札していただいて、ありがたい限りでは

あるんですけれども、市の土地を貸してやっていただく事業で、その辺の民間で完全に自分たちで土地を

見つけてということではなくて、あくまでも公益的な部分も含めた場所、当然、市の土地ですから、そこ

でやっていただくということを考えると、できるだけ多くの国分寺市民の方に御利用いただきたいという

ところはあると思うんです。私も温浴施設にたまに行くんですけど、そんなに田中委員ほどしょっちゅう

行くことはないかもしれませんが、たまに行って使うことはあるんですけども、今後、運営していくに際

して、どれぐらいの市民の方が利用されるのか、我々の会派の何人かに聞くと、逆に地元じゃなくてよそ

の所に行きたいという考えの人もおられると思うし、さっきの公益的なというところで、ほかの地域から

たくさんの方が来られるかもしれないんですけれども、そういったところで、どれぐらいの市民が使われ

るのかなというところは、ひとつ今後の指標として、ぜひ、見ていただきたいなと思います。それがどの

ように数字が取れるかというところはあると思うんですが、仮にもし市民利用が低調というか、ほかの地

域からの方が大多数だということであった場合に、市民に対してメリットとして何か付加価値をつけて使

っていただくと、例えば、市民割引みたいなものもあるかもしれませんし、そういったことというのは提

案としては現状あるのかないのか。ないのであれば、市のほうからそういったものを、市民により使って

いただくために協議していく余地というのがあるのか、それはどうなんでしょうか。 

○丸山市長  今は、業者からそういった提案はないと理解はしているんですけども、そのあとの部分につ

いては、全体の話に関わりますので、まず、改めて確認も含めて申し上げたいのが、私が着任したときに

は、本件はかなり進んでいました。個別対話が終わっているところから私は着任したんですけども、とに

かく、先ほど来、担当も言っていますが、私も心がけて、かつ強く言ってきたことは、適正適切にしっか

り審査というものを行っていくべしということであって、どういった事業者が選定されるかというのは、

まず条件をしっかり満たしているかということ、我々が設定している条件を満たしていただいた上で、そ

の上で評価点が高いところが選出されるというプロセスをしっかり大事に進めるようにという指示をした

上で、今回、このＫＯのほうが優先交渉権者として選ばれたということであります。 

 ただ、そこから先の部分で今後交渉を詰めていく上で、この温浴施設、またコワーキングスペース・カ

フェ等の施設で今後進められていくということが正式に決まった以降の部分では、市の様々な事業にどの
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ように結節させていくかということに知恵を絞っていくのは、我々行政側のほうの責任としてありますの

で、今、だて委員からいただいている指摘というのも大事な観点かなと、市民の方々に御利用いただいて、

納得していただいて、満足していただくということは非常に重要なファクターだと思います。ただ、まず

はどういった形で進めていくのかというのは、事業者側のほうで今、考えている部分でありますので、そ

の上の、その先のところで様々な事業とどう組み合わせて、必要であればそういった判断というものも私

は成り立つのかなと思いますので、そこはまた今後、この事業がより具体化、そして内容についてより明

確化されてきたところで皆さんと協議しながら、議会の皆さんの御理解も必要だと思いますので、御提案

もそこの部分ではいただきながら総合的に判断していきたいと、このように思っています。 

○だて委員  ありがとうございました。近く基本協定を結ばれるというような話も先ほどの御説明の中に

あったので、その前段で、ある程度意見を述べさせていただいたというところで、そこの基本協定がどこ

までの部分なのかは分からないですが、そういう話ができるのか、できないのかというところも含めて今

言っておかないと、次の閉会中がいつになるか、その後になる可能性もあるかなと思ったので御質問させ

ていただきました。今、市長からおっしゃっていただいたように、その辺も踏まえて、ぜひ。今後、これ

に決まったら、まだ決まっていないですから、決まった後にはしっかり市民利用がより進むような形のほ

うが、市民からすれば、市の土地を使っているのに、全然行くことがないよということのないようにやっ

ていただきたいなと思っておりますので、その辺を、ぜひ、念頭に入れていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○対馬委員長  ないようですので、資料№２－１については終了いたします。 

 次に、資料№２－２について、報告を願います。 

○久保公共施設マネジメント課長  資料№２－２、旧庁舎用地利活用事業に関する市民参加の取組につい

てを御覧ください。 

 前回の第三小の授業に続きまして、今回は10月10日に第一中学校の授業において、複合公共施設を中心

とした地域のまちづくりについて、講師として公共施設マネジメント課職員が参加しております。 

 生徒からの御意見のまとめとしましては、商業・娯楽施設の充実、スポーツ活動、コミュニティづくり、

地域資源の活用など、幅広い御提案をいただきました。その根底にあるのは、世代を超えて誰もが暮らし

やすく、楽しめるまちへの期待と捉えております。これらの御提案につきましては、複合公共施設への反

映を検討するとともに、民間活用事業との連携により実現できるものについても検討を進めてまいりたい

と考えております。 

 なお、後段のほうに、５月に開催しましたオープンハウスでの自由記述についてもお示しさせていただ

きました。 

 報告は以上でございます。 

○対馬委員長  報告が終わりました。質問のある方は挙手をお願いします。 

○高野委員  御説明ありがとうございます。この自由記述を示してほしいということを申し上げて、それ

で示していただいたかなと思います。ありがとうございます。改めて屋上広場のところで、ちょっと個別

の話になってしまって恐縮なんですけども、これまでも何度か求めてきた屋上緑化について、進捗状況を

確認させていただいてもよろしいでしょうか。 
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○久保公共施設マネジメント課長  進捗ということですが、まだ交渉権者が決まったというところでござ

いますので、今、申し上げられることはないのですが、一つ補足させていただきますと、要求水準書のほ

うに屋上緑化の記述も当然させていただいておりますので、その要求を満たした提案という認識を持って

いただければと思います。 

○高野委員  分かりました。ありがとうございます。 

○対馬委員長  ほかに質問はありますか。 

○久保委員  御説明ありがとうございます。今度は第一中学校ということで、授業を受けた中学生の皆さ

んが本当に画期的にいろいろな対話というか、イメージを大変膨らませて参加したんだということを、中

学生の方から直接お聞きしました。今後も含めてなんですけれども、こういう形でなかったとしても、中

学生、また高校生も含めて御意見を伺う機会や、いろいろなオープンな場ということで、次に企画されて

いるのはどういったところでしょうか、お願いします。 

○久保公共施設マネジメント課長  委員のおっしゃるとおり、若者世代というのは、未来の国分寺市のま

ちづくりの重要な担い手だと認識してございます。そういう意味で、若者や子育て世代も含めた市民参加

を積極的に進めていきたいと考えておりまして、特に子育て世代の方は会場での参加というのが難しいよ

うな状況も理解していますので、オンラインとか、より参加が容易になるような手法を検討してまいりた

いと考えております。 

○久保委員  具体的なスケジュールはまだというところで、分かりました。承知しました。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

○高野委員  質問というか、このアンケートに即してコメントさせていただきたいんですが、１ページの

生徒からの意見で、一番下に「こくベジなどを活かした」とか「農業体験」というのがありまして、つい

先日、昭和記念公園で自然農法という、本当に何もしていない土地に種を植えると非常においしい野菜が

できるということをちょっと体験したものですから、本当に小さなスペースでもそういった農業体験がで

きるよということを一つの意見として述べさせていただきます。参考にしていただければと思います。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○対馬委員長  ないようですので、資料№２－２について、終了いたします。 

 続きまして、資料№２－３について、報告を願います。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  それでは、資料№２－３、「国分寺市旧

庁舎用地利活用事業複合公共施設運用に関する基本的な考え方」（案）に関するパブリック・コメントに

係る市民説明会の結果についてです。 

 本基本的な考え方の案については、本年10月にパブリック・コメントを実施しまして、期間中に市民説

明会を２回開催いたしました。参加者数については、合計で33人の方に御参加いただいているという状況

でございます。また、当日、様々な御意見をいただいておりまして、主な意見ということで３項目に分け

て記載しておりますので、御確認いただければと思います。 

 私からの報告は以上です。 

○対馬委員長  報告が終わりました。質問のある方は挙手を願います。 

○中山委員  このパブリック・コメントの結果は、まだまとまっていないということなんでしょうか。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  パブリック・コメントの御意見について
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は、現在、取りまとめを行っております。その後、市の考え方の作成、それから案への反映の有無、こち

らも併せて検討しておりまして、結果については２月の公表を予定しております。 

○中山委員  大分時間がかかっていると思っています。パブリック・コメントは10月31日まででした。今

日は12月10日です。市民説明会の結果が今日の資料で出されていますけど、パブリック・コメントの結果

も出てくるのかなと思っていましたが、そうすると、もう、これは決定ですよね、12月末で考え方は決定

するというスケジュールですよね、念のため確認しますが。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  予定としましては、委員のおっしゃると

おりでございます。 

○中山委員  以前に出されたスケジュールを見ますと、パブリック・コメントを踏まえて意見を考慮する

期間という記載がありますけど、今、どういう意見を考慮されているんでしょうか。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  具体な御意見については、現在、取りま

とめ中というところでございますけれども、説明会での主な意見と重複している部分が結構多くなってい

ます。意見の数としては66件ぐらいいただいていますので、取りまとめに時間を要しておりますけれども、

予定どおり年内を目途に、まとめ作業については終わらせたいと考えています。 

○中山委員  どういった意見を今、考慮されているのか、かぶっている意見が多いということですけども、

今ここに市民説明会で出た意見が羅列されていますけど、これを全て考慮されているということですか。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  こちらは説明会での意見なんですけれど

も、全てではないかもしれませんがパブリック・コメントでも同様の意見をいただいておりまして、有料

化に関する意見ですとか利用時間に関する御意見、こういった御意見は結構多数いただいているという状

況でございます。 

○中山委員  ですので、どういったことを考慮されているのかとお聞きしているんですけど、これ以上出

てこないんですか、今は。（「取りまとめ中」と発言する者あり） 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  現在、取りまとめを行っておりまして、

この意見の反映の有無については検討中になっている状況でございますので、結果が出ましたら、またお

知らせしたいと思っています。 

○中山委員  今、複数意見が出ていると、有料化等々の意見で複数の御意見が出されているということで

ありましたので、ぜひ、そういう多く出されている意見については、今、取りまとめ中ということですの

で、ぜひ、考慮していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  そういったことも含めて、現在、検討中

でございます。 

○中山委員  なかなかこの資料では、難しいですね。結果公表は２月を予定していると先ほどの答弁にあ

りましたけど、今後、先ほどの議論からすると閉会中の委員会があるのかなと思いますが、そういったと

ころでも決定前の報告をしていただけるという理解でよろしいでしょうか。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  ２月を目途にやっておりますけれども、

作業が終われば、１月中には議員の皆様へポスティングという形でお知らせしたいと考えております。 

○中山委員  これは委員長への要望にもなりますけど、ポスティングでもいいんですけど、きちんとこの

場で議論ができるように報告してほしいということを、私はお願いしたいと思いますので、要望しておき

ます。 



－ ２６ － 

○対馬委員長  よろしいですか。 

 では、ほかに質問のある方はいらっしゃいますか。 

○高野委員  公民館運営審議会とか社会教育委員の会議での検討スケジュールというのは、もう出ている

んでしょうか。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  御質問の件については、具体に承知して

いるところではございません。 

○高野委員  関係団体との協議はされる予定であるということでよろしいでしょうか。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  パブリック・コメントが終わって、来年

度に向けて条例の検討などを進めますが、それに当たっての市民参加の在り方とか、手法とか時期、そう

いったことは今後の検討になっておりますので、そういった中で関係団体とどういう形での調整、御意見

を聴く機会を設けるかについても、併せて検討してまいりたいと思います。 

○高野委員  公民館運営審議会は社会教育という面で大事な関係団体だと思うので、なるべく早くそうし

た協議をお願いしたいと要望して終わります。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

○中山委員  すみません、一点確認させてください。この考え方について、前回、前々回も質問させてい

ただいていますけども、考え方を決めて、その後、具体的にどのように反映させていくかというのを詳細

に検討していくと。その際にはいろいろ、今、高野委員からもありましたけども市民の意見を聴きながら

検討していくということでしたので、考え方が全てフィックスしたというか、考え方としては決めるけど

も、そこからの微調整はあるよということだったと思うんですけど、そういう認識でよろしいか、改めて

確認させてください。 

○細川公共施設マネジメント担当部長兼複合公共施設担当課長  委員のおっしゃるとおりでございます。 

○中山委員  そういう丁寧な進め方も大事ですので、そこは守っていただいて、そのとおりお願いしたい

と思います。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○対馬委員長  ないようですので、資料№２－３については終了といたします。 

 次に、資料№２－４について、報告を願います。 

○久保公共施設マネジメント課長  資料№２－４、国分寺市旧庁舎等解体工事に関する進捗状況等につい

てを御覧ください。 

 解体作業は当初の予定どおり進捗しており、現在は旧第１・第３庁舎の上屋解体工事が完了し、これか

ら基礎や舗装の撤去を行う予定でございます。 

 また、広報活動としましては、都道側にぶんじホタルホッチのアニメイラストを、ぶんバスのバス停前

にピースメッセンジャーのイラストを掲示しているところでございます。 

 ２ページには解体状況を写真でお示ししております。 

 報告は以上となります。 

○対馬委員長  報告が終わりました。質問のある方は挙手を願います。 

○はぎの委員  御説明ありがとうございました。私から何点かございます。これまでも何度か触れさせて

いただいていますけれども、振動とか騒音の件であります。いよいよ旧本庁舎の地下躯体とか基礎の部分



－ ２７ － 

の工事になるので、これまでは旧書庫棟から始めていただいて、確かに市民の方からお問合せとかがあっ

ても、職員の方が早めに訪問していただいて丁寧な御説明とか対応をされたということで、逆に感謝もさ

れたというような、そういった御答弁も以前にございましたけれども、今回の作業はそういった振動とか

騒音はより多くなるというか、その辺の予想を確認させてください。 

○久保公共施設マネジメント課長  これからは舗装ですとか、地面より下の作業、解体工事が主になりま

す。また、令和８年４月以降には旧本庁舎の地下躯体の解体というフェーズに入ってくるところでござい

ますので、これまでは騒音でしたけれども、地面に接しているというところもありますので、今度は振動

ということも想定できます。ここもしっかり施工計画、また施工の前には、これまでどおり近隣の方に丁

寧な御説明をしながら、日々御挨拶をしながら丁寧に進めていきたいと考えております。 

○はぎの委員  分かりました。ありがとうございます。こういった解体工事の現場だと、やはり一番生活

に支障を来すのは騒音の部分のような感じが、私もここでいろいろ相談を受ける中で多いなと思いました

ので、ぜひ、丁寧に行っていただきたいと思います。 

 あと、都道222号線沿いの歩道が、たしか先月、何回か日中に通行止めで通れないようになっていたと

思うんですけれども、今後もそういうことはあり得るんでしょうか、それとも前回までの作業で、通行止

めはもう発生しないということなのか、そこも確認させてください。 

○久保公共施設マネジメント課長  これまでは建物の上屋という形で、頭より上の部分での解体ですので、

こちらの飛散防止という意味で安全を優先して、今、おっしゃっていただいたような安全措置を講じたと

ころでございます。そういう意味で、これから地下の解体となればまた別な心配事というか、振動とか、

ほこり、ばいじんということもございますので、基本、通行止めといったものは想定してございませんが、

作業に応じた適切な、安全を第一とした仮設計画を進めてまいりたいと考えております。 

○はぎの委員  分かりました。ありがとうございます。最後に、タツノコプロのホッチのアニメイラスト

の件も、以前、イラストを大きくしていただきたいということで要望しましたけれども、もうこれ以上は

大きくできないようなサイズでホッチとハッチを掲示していただいて、大変ありがたいことですので、ぜ

ひ、継続してお願いしたいと思います。 

 また、ピースメッセンジャーの児童・生徒の皆さんによるイラストも非常にいいなと思いますので、ぜ

ひともこういった取組は引き続き行っていただきたいということで、よろしくお願いいたします。 

○高野委員  今の最後の仮囲い掲示物の関連になるんですけども、私からも、こういった掲示でにぎわい

を取り戻すという意味での取組というのを求めたことがあったかと思うんですけども、この掲示物によっ

て、にぎわいにつながっているかどうかというのは、ちょっと難しいところなんでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  かねてからこの報告をさせていただいた際に私から御報告させていた

だきましたのは、こういう工事現場とまちの境界上に、こういった事業の取組を御紹介することで、事業

への市民の関心、また意識の醸成、こういうものを継続的に図っていきたいという御説明をしました。委

員がおっしゃるようなまちのにぎわい、つまり人が集まってというのは、どうしても物理的に解体工事を

やっているものでございますので、そこというよりは、今、申し上げたとおり、事業への意識の醸成とか

期待といったものを皆さんに見ていただきたいと、こういう思いで設置したものでございます。 

○高野委員  分かりました。なかなかにぎわいを取り戻すという、そういった目的ではないということで

理解いたしました。その上で、市民と市の事業とのコミュニケーションのきっかけづくりという点でいく

と、例えば、思いついたんですけど、オープンハウスで出されたようなものとか、そういったものを掲示



－ ２８ － 

するというような考えについてはいかがでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  オープンハウスに限らず、これまでの市民参加とか事業計画、そうい

った様々な情報は、かつて郵便ポストがあった位置に情報公開センターを設置して、そこに多くの資料を

掲示してございますので、そこでこれまでと同様の広報をしてまいりたいと考えております。 

○田中委員  関連で。この仮囲いなんですけど、ここの場所だけじゃないと思うんです。もしもほかに使

えるような場所があれば、市内の高校であったり大学、また近隣の大学も含めて学生たちに声をかけてい

ただいて、もし何か制作物などを掲示できるような可能性があるのだとしたら検討いただけないかと思う

んですけども、いかがでしょうか。 

○久保公共施設マネジメント課長  今、委員のおっしゃったとおり、様々な情報をもって市民に関心を持

っていただく視点は非常に重要だと思っております。これまで、庁内も含めて広報、掲示関連の要望は受

け付けてございますが、また期間も長いことでございますので、さらに広報の範囲、その辺も施設担当課

とよく協議をしながら進めてまいりたいと考えております。 

○田中委員  分かりました。自分の作品であったり、友人の作品などが掲示されると、それを見るために

人が集まってにぎわいにつながるのではないかなとも思いますので、よろしくお願いします。 

○対馬委員長  ほかに質問はございますか。よろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○対馬委員長  ないようですので、報告事項２番を終了いたします。 

 それでは、報告事項を終わります。 

 以上で、公共施設等総合管理特別委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午前11時54分閉会

 


